




県 営 住 宅 家 賃 減 額 の 申 請 に つ い て 

 申請書の記入については、あなたの世帯が、現在どういう収入で生活しているかを明らかにするための

ものです。収入については、課税・非課税を問わず年間総収入金額を明記した下記の証明書を必ず添付して

ください。（19 歳以上の方は全員所得の証明が必要です。19歳未満の方でも就労者の方は証明が必要です。） 

［申請に必要な添付書類］ 

※その他、県が必要と認める場合は、別途必要書類を提出していただくことがあります。 

※世帯異動があった場合には、減額申請提出前までに別途手続きが必要です。 

※申立書は必ず記入してください。家賃の滞納がある方は解消するまで受付はできません。 

［申請書の提出先および問い合わせ先（申請の前に必ず各管理事務所に連絡してください。）］ 

対 象 必 要 書 類 特 記 事 項 

①給与収入のある方 ①源泉徴収票 

（勤務証明） 

●昨年 1月 2日以降に転職・就職した方は、減額申

請書の②勤務証明の欄に勤務先から記入していた

だいてください。 

②事業所得のある方 ①確定申告書の控え 

（事業申告書） 

●昨年 1月 2日以降に事業を開始した方は、②事業

申告書を提出してください。 

③年金、恩給のある

方 
①受給する全ての年

金振込通知書の控 

②所得証明書 

●①、②のいずれも提出が必要です（①は受給して

いる全てを提出してください。）。 

［年金、恩給の種類］国民年金、厚生年金、共済年

金、遺族年金、障害年金 

④各手当を受けてい

る方 
①受給証の写し 

（受給期間・金額を

明記したもの） 

［手当の例］児童扶養手当、特別児童扶養手当、傷

病手当、傷病手当、出産手当金、育児休業給付金 

●年金生活者支援給付金を受給している方は、支援

決定通知書の写しも必要です。 

⑤生活保護を受けて

いる方 
①生活保護証明書 ●福祉事務所が発行しています。 

⑥無職の方 ①所得証明書 

②雇用保険受給資格

者証 

●雇用保険を受給している方は雇用保険受給者証の

写しが必要です。また、職業訓練を受講している

方は、支援給付金の受給証明書が必要です。 

⑦学生の方 ①在学証明書 

②所得証明書 

●高校生の方は含みません。 

●留学生以外の方は、①については学生証でも可 

⑧手帳をお持ちの方

（精神・療育・精神） 

①手帳の写し ●身体障害者手帳：氏名、障がいの級が記載 

●障害者手帳：氏名、障がいの級、更新が記載 

●療育手帳：氏名、障がいの程度、判定年月日が記載 

福岡地区 
〒８１０－８５３８ 福岡市中央区天神五丁目３－１（須崎ビル 3 階） 

福岡県住宅供給公社 福岡管理事務所（☎０９２－７１３－１６８３） 

北九州地区 
〒８０６―００３６ 北九州市八幡西区西曲里町 2 番 1号（黒崎テクノプラザ 5階） 

福岡県住宅供給公社 北九州管理事務所（☎０９３－６２１－３３００） 

筑後地区 
〒８２９－０８６４ 久留米市百年公園 1番 1 号（久留米リサーチセンター４階） 

福岡県住宅供給公社 筑後管理事務所（☎０９４２－３０－２６６０） 

筑豊地区 
〒８２０－００４０ 飯塚市吉原町 6番 1 号（あいタウン 3階） 

福岡県住宅供給公社 筑豊管理事務所（☎０９４８－２１－３２３２） 


